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北九州市児童福祉措置費等徴収規則の一部を改正する規則をここに公布する

。

令和２年７月９日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第５５号 

   北九州市児童福祉措置費等徴収規則の一部を改正する規則

北九州市児童福祉措置費等徴収規則（昭和４０年北九州市規則第７１号）の

一部を次のように改正する。

 第２条第１項第１号中「北九州市子ども・子育て支援法施行細則」を「満３

歳以上の児童（満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童

を除く。）にあっては零、満３歳未満の児童（満３歳に達する日以後の最初の

３月３１日までの間にある児童を含む。）にあっては北九州市子ども・子育て

支援法施行細則」に、「別表第２」を「別表」に改め、同項第５号中「別表第

１」を「別表第２」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「別表第１

」を「別表第２」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「別表第１」

を「別表第２」に、「Ｄ １ の項」を「Ｄ ２ の項」に、「所得税年額が８，４０

０円」を「市町村民税所得割の額が１９，０００円」に改め、同号を同項第４

号とし、同項第２号中「別表第１」を「別表第２」に改め、同号を同項第３号

とし、同項第１号の次に次の１号を加える。

 （２） 障害児入所施設及び指定発達支援医療機関（以下「障害児入所施設

等」という。） 別表第１に掲げる措置児童等のそれぞれの階層区分ごと

に定める金額

 第２条第２項中「別表第２」を「別表第３」に改め、同条第３項中「児童入

所施設」を「第１項の規定にかかわらず、児童入所施設」に、「措置費」を「

施設措置費」に、「第１項第２号、第３号、第４号又は第５号」を「同項第２

号から第６号まで」に改める。

 第２条の２第１項中「児童発達支援（法第６条の２の２第２項の児童発達支

援をいう。以下同じ。）、医療型児童発達支援（法第６条の２の２第３項の医

療型児童発達支援をいう。以下同じ。）若しくは放課後等デイサービス（法第

６条の２の２第４項の放課後等デイサービス」を「障害児通所支援（法第６条

の２の２第１項に規定する障害児通所支援」に、「第５条第２項、第４項、第

５項」を「第５条第２項から第５項まで」に、「第９項の」を「第９項に規定

する障害福祉サービスに係る」に改め、「又は所得税」を削り、「別表第３」

を「別表第４及び別表第５」に、「同表」を「別表第４（同項に規定する重度

障害者等包括支援に係る措置にあっては、別表第５）」に改める。
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 別表第１から別表第３までを次のように改める。

別表第１（第２条関係）

           障害児入所施設等（扶養義務者等用）

各月の初日（月の途中から入所した措置児童等 徴収額

（月額）については、その月の初日）における在籍して

いる措置児童等の属する世帯の階層区分

階層区

分

定義

Ａ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による被保護世帯及び中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）による支援給付を受け

ている世帯

０円

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税

非課税世帯

２，２００円

Ｃ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税

の課税世帯であって、その市町村民税

の額が均等割の額のみの世帯

４，５００円

Ｄ １ Ａ階層及びＣ階

層を除き当該年

度分の市町村民

税の課税世帯で

あって、その市

町村民税所得割

の額の区分が次

の区分に該当す

る世帯

１２，０００円以下 ６，６００円

Ｄ ２ １２，００１円から

３０，０００円まで

９，０００円

Ｄ ３ ３０，００１円から

６０，０００円まで

１３，５００円

Ｄ ４ ６０，００１円から

９６，０００円まで

１８，７００円

Ｄ ５ ９６，００１円から

１８９，０００円ま

で

２９，０００円

Ｄ ６ １８９，００１円か

ら２７７，０００円

まで

その月におけるその

措置児童等に係る措

置費の支弁額（その

額が４１，２００円
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を超えるときは、４

１，２００円）

Ｄ ７ ２７７，００１円か

ら３４８，０００円

まで

その月におけるその

措置児童等に係る措

置費の支弁額（その

額が５４，２００円

を超えるときは、５

４，２００円）

Ｄ ８ ３４８，００１円か

ら４６５，０００円

まで

その月におけるその

措置児童等に係る措

置費の支弁額（その

額が６８，７００円

を超えるときは、６

８，７００円）

Ｄ ９ ４６５，００１円か

ら５９４，０００円

まで

その月におけるその

措置児童等に係る措

置費の支弁額（その

額が８５，０００円

を超えるときは、８

５，０００円）

Ｄ １ ０ ５９４，００１円か

ら７１６，０００円

まで

その月におけるその

措置児童等に係る措

置費の支弁額（その

額が１０２，９００

円を超えるときは、

１０２，９００円）

Ｄ １ １ ７１６，００１円か

ら８６４，０００円

まで

その月におけるその

措置児童等に係る措

置費の支弁額（その

額が１２２，５００

円を超えるときは、

１２２，５００円）

Ｄ １ ２ ８６４，００１円か

ら１，０５６，００

その月におけるその

措置児童等に係る措
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０円まで 置費の支弁額（その

額が１４３，８００

円を超えるときは、

１４３，８００円）

Ｄ １ ３ １，０５６，００１

円から１，２３８，

０００円まで

その月におけるその

措置児童等に係る措

置費の支弁額（その

額が１６６，６００

円を超えるときは、

１６６，６００円）

Ｄ １ ４ １，２３８，００１

円から１，４３９，

０００円まで

その月におけるその

措置児童等に係る措

置費の支弁額（その

額が１９１，２００

円を超えるときは、

１９１，２００円）

Ｄ １ ５ １，４３９，００１

円以上

その月におけるその

措置児童等に係る措

置費の支弁額

備考

１ ４月１日から６月３０日までの間におけるこの表のＢの項、Ｃの

項及びＤ １ の項からＤ １ ５ の項までの規定の適用については、これ

らの項中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

２ この表において「均等割の額」とは、地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割の額をいい

、「所得割の額」とは、同項第２号に規定する所得割の額をいう。

ただし、同法第３２３条の市町村民税の減免があった場合は、その

額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の

額又は均等割の額とする。

３ 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、

次に定めるところによる。

（１） 地方税法第３１４条の７及び第３１４条の８並びに附則第

 ５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項の規定

は、適用しないものとする。
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（２） 地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号

）第１条の規定による改正前の地方税法第２９２条第１項第８号

に規定する扶養親族（１６歳未満の者に限る。以下この号におい

て「扶養親族」という。）及び同法第３１４条の２第１項第１１

号に規定する特定扶養親族（１９歳未満の者に限る。以下「特定

扶養親族」という。）があるときは、同号に規定する額（扶養親

族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの（扶養親族に係る額に

相当するものを除く。）に限る。）に同法第３１４条の３第１項

に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

（３） 扶養義務者が指定都市（地方自治法第２５２条の１９第１

項の指定都市をいう。以下同じ。）の区域内に住所を有する者で

あるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有

する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

（４） 扶養義務者が地方税法第２９２条第１項第１１号イ中「夫

と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の

生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻に

よらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの

」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第１２

号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者

又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを

「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしてい

ないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であると

きは、次のア又はイに定めるとおりとする。

ア 地方税法第２９５条第１項（第２号の規定に係る部分に限る

。）の規定により市町村民税が課されないこととなる者である

場合は、所得割の額は、零とする。

イ アに該当しない者である場合は、地方税法第３１４条の２第

１項第８号に規定する額（同条第３項に該当する者であるとき

は、同項に規定する額）に同法第３１４条の３第１項に規定す

る率を乗じて得た額を控除するものとする。

４ 措置児童等の属する世帯の階層区分がＢ階層と認定された世帯が

次に掲げる世帯である場合は、この表の規定にかかわらず、当該世

帯の徴収額は、零とする。

（１） 扶養義務者のいない世帯

（２） 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９
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号）第６条第１項に規定する配偶者のない女子又は同条第２項に

規定する配偶者のない男子であって、民法（明治２９年法律第８

９号）第８７７条の規定により現に児童を扶養しているものの世

帯

（３） 次に掲げる障害児又は障害者（社会福祉施設に措置された

障害児若しくは障害者、法第２４条の２第１項の規定により障害

児入所施設等を利用する児童、障害者総合支援法第６条の自立支

援給付の受給者（障害者総合支援法第５条第６項、第７項及び第

１２項から第１４項までに規定する障害福祉サービスに限る。）

又は障害者総合支援法附則第２２条第１項に規定する特定旧法受

給者を除く。）の属する世帯

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第

４項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第

１３４号）第３条第１項に規定する特別児童扶養手当の支給対

象者又は国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に規定する

障害基礎年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付の支

給を受けている者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律

第１２３号）第４５条第２項に規定する精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けた者

（４） 前３号に掲げる世帯のほか、市長が生活が特に困窮してい

ると認める世帯

５ 同一世帯から２人以上の児童等が措置されている場合は、その月

の徴収額の最も多額な児童等以外の児童等については、この表の徴

収額に１０分の１を乗じて得た額をもってその児童等の徴収額とす

る。

６ 措置児童等が、満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過

した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるもの

である場合は、この表の規定にかかわらず、当該措置児童等に係る

措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については、徴

収しない。ただし、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に

相当する部分については、この表の徴収額を上限として徴収するこ

とができる。
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７ 前項の規定は、階層区分がＢ階層と認定された世帯に属する措置

児童等が、満３歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあ

る障害児である場合についても同様とする。

別表第２（第２条関係）

            児童入所施設（扶養義務者等用）

各月の初日（月の途中から入所した措置

児童等、児童自立生活援助の実施を受け

た者、助産の実施を受けた者又は母子保

護の実施を受けた者については、その月

の初日）における在籍している措置児童

等、児童自立生活援助の実施を受けてい

る者、助産の実施を受けている者又は母

子保護の実施を受けている者の属する世

帯（児童自立生活援助の実施を受けてい

る者の属する世帯については、その者に

限る。）の階層区分

徴収額

     （月額）

階層区

分

定義 入所施設 母子生活支

援施設、児

童自立支援

施設通所部

、児童心理

治療施設通

所部及び自

立援助ホー

ム

Ａ 生活保護法による被保護世帯及

び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国

０円 ０円

残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律による支

援給付を受けている世帯

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町

村民税非課税世帯

２，２００円 １，１００

円

Ｃ Ａ階層を除き当該年度分の市町 ４，５００円 ２，２００
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村民税の課税世帯であって、そ

の市町村民税の額が均等割の額

のみの世帯

円

Ｄ １ Ａ階層及

びＣ階層

を除き当

該年度分

の市町村

民税の課

税世帯で

あって、

その市町

村民税所

得割の額

の区分が

次の区分

に該当す

る世帯

９，０００円以下 ６，６００円 ３，３００

円

Ｄ ２ ９，００１円から２ ９，０００円 ４，５００

７，０００円まで 円

Ｄ ３ ２７，００１円から

５７，０００円まで

１３，５００

円

６，７００

円

Ｄ ４ ５７，００１円から

９３，０００円まで

１８，７００

円

９，３００

円

Ｄ ５ ９３，００１円から

１７７，３００円ま

で

２９，０００

円

１４，５０

０円

Ｄ ６ １７７，３０１円か

ら２５８，１００円

まで

その月におけ

るその措置児

童等に係る措

置費の支弁額

（その額が４

１，２００円

を超えるとき

は、４１，２

００円）

２０，６０

０円

Ｄ ７ ２５８，１０１円か

ら３４８，１００円

まで

その月におけ

るその措置児

童等に係る措

置費の支弁額

（その額が５

４，２００円

を超えるとき

は、５４，２

００円）

その月にお

ける、措置

児童等に係

る措置費、

児童自立生

活援助の実

施を受けた

者に係る自

立援助ホー

ム費又は母

子保護の実

10



施を受けた

者に係る母

子保護の実

施に要する

費用の支弁

額（その額

が２７，１

００円を超

えるときは

、２７，１

００円）

Ｄ ８ ３４８，１０１円か

ら４５６，１００円

まで

その月におけ

るその措置児

童等に係る措

置費の支弁額

（その額が６

８，７００円

を超えるとき

は、６８，７

００円）

その月にお

ける、措置

児童等に係

る措置費、

児童自立生

活援助の実

施を受けた

者に係る自

立援助ホー

ム費又は母

子保護の実

施を受けた

者に係る母

子保護の実

施に要する

費用の支弁

額（その額

が３４，３

００円を超

えるときは

、３４，３

００円）

Ｄ ９ ４５６，１０１円か その月におけ その月にお

11



ら５８３，２００円

まで

るその措置児

童等に係る措

置費の支弁額

（その額が８

５，０００円

を超えるとき

は、８５，０

００円）

ける、措置

児童等に係

る措置費、

児童自立生

活援助の実

施を受けた

者に係る自

立援助ホー

ム費又は母

子保護の実

施を受けた

者に係る母

子保護の実

施に要する

費用の支弁

額（その額

が４２，５

００円を超

えるときは

、４２，５

００円）

Ｄ １ ０ ５８３，２０１円か

ら７０４，０００円

まで

その月におけ

るその措置児

童等に係る措

置費の支弁額

（その額が１

その月にお

ける、措置

児童等に係

る措置費、

児童自立生

０２，９００

円を超えると

きは、１０２

，９００円）

活援助の実

施を受けた

者に係る自

立援助ホー

ム費又は母

子保護の実

施を受けた

者に係る母

12



子保護の実

施に要する

費用の支弁

額（その額

が５１，４

００円を超

えるときは

、５１，４

００円）

Ｄ １ １ ７０４，００１円か

ら８５２，０００円

まで

その月におけ

るその措置児

童等に係る措

置費の支弁額

（その額が１

２２，５００

円を超えると

きは、１２２

，５００円）

その月にお

ける、措置

児童等に係

る措置費、

児童自立生

活援助の実

施を受けた

者に係る自

立援助ホー

ム費又は母

子保護の実

施を受けた

者に係る母

子保護の実

施に要する

費用の支弁

額（その額

が６１，２

００円を超

えるときは

、６１，２

００円）

Ｄ １ ２ ８５２，００１円か

ら１，０４４，００

その月におけ

るその措置児

その月にお

ける、措置

０円まで 童等に係る措 児童等に係

13



置費の支弁額

（その額が１

４３，８００

円を超えると

きは、１４３

，８００円）

る措置費、

児童自立生

活援助の実

施を受けた

者に係る自

立援助ホー

ム費又は母

子保護の実

施を受けた

者に係る母

子保護の実

施に要する

費用の支弁

額（その額

が７１，９

００円を超

えるときは

、７１，９

００円）

Ｄ １ ３ １，０４４，００１

円から１，２２５，

５００円まで

その月におけ

るその措置児

その月にお

ける、措置

童等に係る措

置費の支弁額

（その額が１

６６，６００

円を超えると

きは、１６６

，６００円）

児童等に係

る措置費、

児童自立生

活援助の実

施を受けた

者に係る自

立援助ホー

ム費又は母

子保護の実

施を受けた

者に係る母

子保護の実

施に要する

14



費用の支弁

額（その額

が８３，３

００円を超

えるときは

、８３，３

００円）

Ｄ １ ４ １，２２５，５０１

円から１，４２６，

５００円まで

その月におけ

るその措置児

童等に係る措

置費の支弁額

（その額が１

９１，２００

円を超えると

きは、１９１

，２００円）

その月にお

ける、措置

児童等に係

る措置費、

児童自立生

活援助の実

施を受けた

者に係る自

立援助ホー

ム費又は母

子保護の実

施を受けた

者に係る母

子保護の実

施に要する

費用の支弁

額（その額

が９５，６

００円を超

えるときは

、９５，６

００円）

Ｄ １ ５ １，４２６，５０１

円以上

その月におけ

るその措置児

その月にお

ける、措置

童等に係る措

置費の支弁額

児童等に係

る措置費、

児童自立生
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活援助の実

施を受けた

者に係る自

立援助ホー

ム費又は母

子保護の実

施を受けた

者に係る母

子保護の実

施に要する

費用の支弁

額

備考

１ 措置児童等、助産の実施を受けている者若しくは母子保護の実施

を受けている者の扶養義務者又は児童自立生活援助の実施を受けて

いる者（以下「扶養義務者等」という。）が指定都市の区域内に住

所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の

区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものと

する。

２ この表の「入所施設」とは、児童養護施設、児童自立支援施設（

通所部を除く。）、児童心理治療施設（通所部を除く。）、乳児院

、助産施設、小規模住居型児童養育事業を行う者及び里親をいう。

３ 扶養義務者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、地方税法

第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（以下「寡婦」という。

）又は同項第１２号に規定する寡夫（以下「寡夫」という。）とみ

なし、当該扶養義務者等の前年の合計所得金額（同項第１３号に規

定する合計所得金額をいう。ただし、１月から６月までの間の利用

においては、前々年の合計所得金額とする。以下同じ。）が同法第

２９５条第１項第２号の規定に該当するときは、当該扶養義務者等

は、市町村民税非課税としてこの表を適用する。

（１） 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をし

ていないもののうち、扶養親族（所得税法（昭和４０年法律第３

３号）第２条第１項第３４号に規定する扶養親族をいう。以下同

じ。）その他その者と生計を一にする子（前年の合計所得金額が
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同法第８６条第１項の規定により控除される額以下である子（他

の者の同一生計配偶者（同法第２条第１項第３３号に規定する同

一生計配偶者をいう。）又は扶養親族である者を除く。）に限る

。以下同じ。）を有するもの（次号に掲げる者を除く。）

（２） 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をし

ていないもののうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合

計所得金額が５００万円以下であるもの

（３） 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をし

ていないもののうち、その者と生計を一にする子を有し、かつ、

前年の合計所得金額が５００万円以下であるもの

４ 前項の規定により寡婦又は寡夫とみなした者であって、同項の規

定により市町村民税非課税としてこの表を適用するもの以外の者に

ついて、第９項において準用する別表第１の備考第２項の所得割の

額を計算する場合は、前年の合計所得金額から、前項第１号又は第

３号に該当する場合にあっては２６万円を、同項第２号に該当する

場合にあっては３０万円を控除するものとする。

５ 同一世帯から２人以上の児童等が措置されている場合、助産の実

施を受けている場合又は母子保護の実施を受けている場合は、その

月の徴収額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設

に係るこの表の徴収額に１０分の１を乗じて得た額（以下「軽減額

」という。）をもってその児童等の徴収額とする。

６ 前項の規定にかかわらず、措置児童等の扶養義務者が法第２１条

の５の２の障害児通所給付費（以下「障害児通所給付費」という。

）又は法第２４条の２第１項の障害児入所給付費（以下「障害児入

所給付費」という。）を支給されている場合におけるその児童等が

属する世帯に係る徴収額は、第１号に掲げる額が第２号に掲げる額

を上回るときは第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を減じて得

た額とし、第２号に掲げる額が第１号に掲げる額を上回るときは零

とする。

（１） 軽減額に当該措置児童等が属する世帯における施設入所児

 童等（法第２１条の６又は法第２７条第１項第３号の規定により

措置されている者及び障害児通所給付費又は障害児入所給付費の

受給に係る施設の利用者をいう。）の数から１を減じた数を乗じ

て得た額に、当該措置児童等に係るこの表の徴収額を加えて得た

額

17



（２） 国が定める基準により算定したその月の障害児通所給付費

 又は障害児入所給付費に係る利用者負担額（法第２４条の７の食

事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第２１条の

５の２９第１項の肢体不自由児通所医療又は法第２４条の２０第

１項の障害児入所医療に要した費用に係る利用者負担額を含む。

）

７ 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児

童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が、

児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係

る徴収額は、零とする。

 ８ 助産施設に係る徴収額の算定方法は、次に定めるところによる。

（１） 助産施設に係るこの表の徴収額は、その入所した日から退

所した日までの期間に係る徴収額とみなす。

（２） 妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、そ

の社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受け

ることができる場合は、その給付を受けることができる額（医学

的管理の下における出産について、特定出産事故（健康保険法施

行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条第１号その他の法令

に規定する特定出産事故をいう。以下同じ。）に係る事故が発生

した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図る

ための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約

（出生者等に対し、総額３，０００万円以上の補償金を支払う契

約）が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集

、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じ

ている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。）

に、Ｂ階層にあっては１０分の２、Ｃ階層にあっては１０分の３

、Ｄ １ 階層及びＤ ２ 階層のうち市町村民税所得割年額が１９，０

００円までの世帯にあっては１０分の５をそれぞれ乗じて得た額

に相当する額をこの表の徴収額に加えるものとする。

９ 別表第１の備考第１項、第２項及び第４項の規定は、この表を適

用する場合について準用する。この場合において、同表の備考第２

項中「規定する所得割」とあるのは「規定する所得割（この所得割

を計算する場合には、同法第３１４条の７及び第３１４条の８並び

に附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項

の規定は、適用しないものとする。）」と、同表の備考第４項各号
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列記以外の部分中「措置児童等」とあるのは「措置児童等（助産施

設又は母子保護施設の入所者以外の者にあっては、年齢が２０歳未

満の者に限る。）」と、同項第１号中「世帯」とあるのは「世帯（

自立援助ホームの入所児童は、当該世帯とみなす。）」と読み替え

るものとする。

別表第３（第２条関係）

      短期入所措置の場合における乳児院（扶養義務者等用）

各月の初日（月の途中から入所した措置児童等について

は、その月の初日）における在籍している措置児童等の

属する世帯の階層区分

徴収額

（日額）

階層区

分

定義

Ａ 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人

等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律による支援給付を受けている世帯

    ０円

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世

帯   

    ０円

Ｃ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世

帯であって、その市町村民税の額が均等割の額

１，０００円

のみの世帯

Ｄ １ Ａ階層及びＣ

階層を除き当

該年度分の市

町村民税の課

税世帯であっ

て、その市町

村民税所得割

８１，０００円以下 １，０００円

Ｄ ２ ８１，００１円から１，４２６

，５００円まで

２，０００円

Ｄ ３ １，４２６，５０１円以上 その措置児童

等に係る措置

費の支弁額

の額の区分が

次の区分に該

当する世帯

備考 別表第１の備考第１項及び第２項並びに別表第２の備考第１項の

 規定は、この表を適用する場合について準用する。この場合において

 、別表第１の備考第１項中「Ｄ １ ５ の項」とあるのは「Ｄ ３ の項」と
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、同表の備考第２項中「規定する所得割」とあるのは「規定する所得

割（この所得割を計算する場合には、同法第３１４条の７及び第３１

４条の８並びに附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４

の２第５項の規定は、適用しないものとする。）」と読み替えるもの

とする。

別表第３の次に次の２表を加える。

別表第４（第２条の２関係）

         障害福祉サービス措置費用徴収額

税額等による階層区分 上限月額 徴収額

居宅介護

、同行援

護、行動

援護及び

重度訪問

介護３０

分当たり

障害児通

所支援１

日当たり

短期入

所１日

当たり

Ａ 生活保護法による

被保護者及び中国

残留邦人等の円滑

な帰国の促進並び

に永住帰国した中

国残留邦人等及び

特定配偶者の自立

の支援に関する法

律による支援給付

を受けている者

  ０円 ０円  ０円  ０円

Ｂ Ａ階層を除き当該

年度分の市町村民

  ０円 ０円  ０円  ０円

税非課税の者

Ｃ Ａ階層を除き当該

年度分の市町村民

税課税世帯であっ

て、その市町村民

税の額が均等割の

１，１０

０円

５０円 １００円 １００

円
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額のみの世帯

Ｄ １ Ａ階層

及びＣ

階層を

除き当

該年度

分の市

町村民

税の課

税世帯

であっ

て、そ

の市町

村民税

所得割

の額の

区分が

次の区

分に該

当する

世帯

１２，０ １，６０ １００円 ２００円 ２００

００円以

下

０円 円

Ｄ ２ １２，０

０１円か

ら３０，

０００円

まで

２，２０

０円

１５０円 ３００円 ３００

円

Ｄ ３ ３０，０

０１円か

ら６０，

０００円

まで

３，３０

０円

２００円 ４００円 ４００

円

Ｄ ４ ６０，０

０１円か

ら９６，

０００円

まで

４，６０

０円

２５０円 ５００円 ６００

円

Ｄ ５ ９６，０

０１円か

ら１８９

，０００

円まで

７，２０

０円

３００円 ７００円 １，０

００円

Ｄ ６ １８９，

００１円

から２７

７，００

０円まで

１０，３

００円

４００円 １，００

０円

１，４

００円

Ｄ ７ ２７７，

００１円

１３，５

００円

５００円 １，３０

０円

１，８

００円

から３４

８，００

０円まで
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Ｄ ８ ３４８， １７，１ ６００円 １，７０ ２，３

００１円

から４６

５，００

０円まで

００円 ０円 ００円

Ｄ ９ ４６５，

００１円

から５９

４，００

０円まで

２１，２

００円

８００円 ２，１０

０円

２，８

００円

Ｄ １ ０ ５９４，

００１円

から７１

６，００

０円まで

２５，７

００円

１，００

０円

２，５０

０円

３，４

００円

Ｄ １ １ ７１６，

００１円

から８６

４，００

０円まで

３０，６

００円

１，２０

０円

３，００

０円

４，１

００円

Ｄ １ ２ ８６４，

００１円

から１，

０５６，

０００円

３５，９

００円

１，４０

０円

３，５０

０円

４，８

００円

まで

Ｄ １ ３ １，０５

６，００

４１，６

００円

１，６０

０円

４，００

０円

５，５

００円

１円から

１，２３

８，００

０円まで

Ｄ １ ４ １，２３

８，００

４７，８

００円

１，９０

０円

４，６０

０円

６，４

００円
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１円から

１，４３

９，００

０円まで

Ｄ １ ５ １，４３

９，００

１円以上

その月に その措置 その措置 その措

おけるそ

の措置児

童等に係

る介護給

付費等基

準額（障

害児通所

支援は、

障害児通

所給付費

基準額及

び肢体不

自由児通

所医療費

基準額）

児童等に

係る介護

給付費等

基準額

児童等に

係る障害

児通所給

付費基準

額及び肢

体不自由

児通所医

療費基準

額

置児童

等に係

る介護

給付費

等基準

額

備考

１ この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定

に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第５２３号）に準じて算

定した額（食事提供体制加算を除く。）をいう。

２ この表において「障害児通所支援給付費基準額」とは、児童福祉

法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の

算定に関する基準（平成２４年厚生労働省告示第１２２号）に準じ

て算定した額をいう。

 ３ この表において「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、法第２

１条の５の２９第２項の肢体不自由児通所医療につき健康保険の療

養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額をいう。

４ 行動援護について、所要時間が７時間３０分以上の場合の徴収額
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は、この表に掲げる額に１６を乗じて得た額とする。ただし、その

措置児童等に係る介護給付費等基準額を上限とする。

５ 扶養義務者の１月当たりの徴収額は、税額等による階層区分に応

じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

６ 同一の者が２人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合及

び複数の障害児通所支援又は障害福祉サービス（障害者総合支援法

第５条第１項に規定する障害福祉サービスをいう。）に係る措置を

受けることにより、この表の徴収額を超える被措置者の措置に要す

る費用が発生する場合は、この表の徴収額を上限とする。

７ 扶養義務者が障害者総合支援法第１９条第１項の規定による介護

給付費等の支給の決定を受けている者である場合は、当該扶養義務

者に係る障害福祉サービス措置費の徴収は、行わない。

８ Ｃの項及びＤ １ の項からＤ １ ５ の項までの税額等による階層区分

の者であって、小学校就学前児童（障害児通所支援に係る小学校就

学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部

、保育所、児童心理治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し

、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。

以下同じ。）が２人以上いる障害児の扶養義務者にあっては、次表

の第１欄に掲げる障害児の区分に応じ、同表の第２欄に掲げる額を

当該扶養義務者の障害児１人当たりの徴収額とする（次項に該当す

る場合を除く。）。

第１欄 第２欄

障害児（小学校就学前児童

であるものを除く。）及び

小学校就学前最年長児童（

扶養義務者の小学校就学前

徴収額の欄に定める額

児童のうち最年長者をいう

。以下同じ。）である障害

児

扶養義務者の小学校就学前

児童である障害児（小学校

就学前最年長児童を除く小

学校就学前児童のうち最年

徴収額の欄に定める額に２分の１

を乗じて得た額

長者である障害児に限る。
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９ Ｃの項及びＤ １ の項からＤ １ ５ の項までの税額等による階層区分

の者のうち、負担額算定基準者（扶養義務者の児童、当該扶養義務

者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属

（当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除

く。）（当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。）をいう。以

下同じ。）が２人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及

び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事

由による措置を行った月の属する年度（やむを得ない事由による措

置を行った月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の

児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）第２４条第４号に規

定する市町村民税の所得割の額を合算した額が７７，１０１円未満

であるものにあっては、次表の第１欄に掲げる障害児の区分に応じ

、同表の第２欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児１人当たりの

徴収額とする。

第１欄 第２欄

扶養義務者の障害児（小学校 徴収額の欄に定める額

）

上記以外の障害児 ０円

就学前負担額算定基準者（負

担額算定基準者のうち小学校

就学の始期に達するまでのも

のをいう。以下同じ。）であ

るものを除く。）

扶養義務者の小学校就学前最

年長負担額算定基準者（小学

徴収額の欄に定める額

校就学前負担額算定基準者の

うち最年長者をいう。以下同

じ。）である障害児（全ての

負担額算定基準者が小学校就

学前負担額算定基準者である

場合に限る。）

扶養義務者の小学校就学前最

年長負担額算定基準者である

障害児（負担額算定基準者の

徴収額の欄に定める額に２分の

１を乗じて得た額
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うち小学校就学前負担額算定

基準者以外の者が１人のみで

ある場合に限る。）

扶養義務者の小学校就学前負

担額算定基準者である障害児

徴収額の欄に定める額に２分の

１を乗じて得た額

（小学校就学前最年長負担額

算定基準者を除く小学校就学

前負担額算定基準者のうち最

年長者である障害児に限る。

）（全ての負担額算定基準者

が小学校就学前負担額算定基

準者である場合に限る。）

上記以外の障害児 ０円

１０ 措置児童等（障害児通所支援の措置に係る被措置者に限る。）

が満３歳に達する日以後の最初の３月３１日を経過した障害児であ

って小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、

この表の規定にかかわらず、当該措置児童等に係る措置費のうち実

費負担に相当する部分を除いた部分については、徴収しないことと

する。ただし、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当

する部分については、この表の徴収額を上限として徴収することが

できる。

１１ 別表第１の備考第１項から第３項までの規定は、この表を適用

する場合について準用する。

別表第５（第２条の２関係）

重度障害者等包括支援措置費用負担額

税額等による階層区分 徴収額

   （月額）

Ａ 生活保護法による被保護者及び中国残       ０円

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律による

支援給付を受けている者

Ｂ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税

非課税の者

      ０円
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Ｃ Ａ階層を除き当該年度分の市町村民税 ２，２００円

の課税世帯であって、その市町村民税

の額が均等割の額のみの世帯

Ｄ １ Ａ階層及びＣ

階層を除き当

該年度分の市

町村民税の課

税世帯であっ

て、その市町

村民税所得割

の額の区分が

次の区分に該

当する世帯

１２，０００円以下 ３，３００円

Ｄ ２ １２，００１円から３

０，０００円まで

４，５００円

Ｄ ３ ３０，００１円から６ ６，７００円

０，０００円まで

Ｄ ４ ６０，００１円から９ ９，３００円

６，０００円まで

Ｄ ５ ９６，００１円から１

８９，０００円まで

１４，５００円

Ｄ ６ １８９，００１円から

２７７，０００円まで

２０，６００円

Ｄ ７ ２７７，００１円から

３４８，０００円まで

２７，１００円

Ｄ ８ ３４８，００１円から

４６５，０００円まで

３４，３００円

Ｄ ９ ４６５，００１円から ４２，５００円

５９４，０００円まで

Ｄ １ ０ ５９４，００１円から

７１６，０００円まで

５１，４００円

Ｄ １ １ ７１６，００１円から ６１，２００円

８６４，０００円まで

Ｄ １ ２ ８６４，００１円から ７１，９００円

１，０５６，０００円

まで

Ｄ １ ３ １，０５６，００１円 ８３，３００円

から１，２３８，００

０円まで

Ｄ １ ４ １，２３８，００１円

から１，４３９，００

０円まで

９５，６００円

Ｄ １ ５ １，４３９，００１円 その月のその措置児
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以上 童等に係る介護給付

費等基準額

備考 

１ 扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障害者本

人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負

担するものとする。

２ 別表第１の備考第１項から第３項まで及び別表第４の備考第１項

 の規定は、この表を適用する場合について準用する。

付 則

（施行期日等）

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の北九州市児童福祉措置費等徴収規則（以下「改正後の規則」とい

う。）の次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

（１） 第２条第１項第２号及び第３項、第２条の２、別表第１（備考第６

項及び第７項を除く。）、 別表第４（備考第１０項を除く。）並びに別表

第５の規定 令和元年６月１日

（２） 第２条第１項第３号から第６号まで及び第２項、別表第２並びに別

表第３の規定 令和元年７月１日

（３） 第２条第１項第１号、別表第１の備考第６項及び第７項並びに別表

第４の備考第１０項の規定 令和元年１０月１日

（経過措置）

３ 改正後の規則の規定は、前項各号に規定する改正後の規則の規定のそれぞ

れの適用の日（以下「適用日」という。）以後に入所又は通所の措置がとら

れた児童等に係る措置費の徴収について適用し、同日前に入所又は通所の措

置がとられた児童等に係る措置費の徴収については、なお従前の例による。

４ 前項の規定にかかわらず、適用日からこの規則の施行の日の前日までの間

に入所又は通所の措置がとられた児童等（適用日前から引き続いて入所又は

通所の措置がとられた児童等を含む。）に係る措置費の徴収については、改

正後の規則の規定により算定した徴収額が改正前の北九州市児童福祉措置費

等徴収規則の規定により算定した徴収額（以下「改正前の規定による徴収額

」という。）を超えるときは、改正前の規定による徴収額を徴収する。

５ 前２項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、保

健福祉局長又は子ども家庭局長が定める。
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北九州市自動車臨時運行許可規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和２年７月９日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第５６号

北九州市自動車臨時運行許可規則の一部を改正する規則

北九州市自動車臨時運行許可規則（昭和３９年北九州市規則第９９号）の一

部を次のように改正する。

第２条第１項各号列記以外の部分中「申請者」を「申請人」に改め、「のい

ずれか」を削り、同項各号を次のように改める。

（１） 申請に係る自動車（以下「申請自動車」という。）に係る次のいず

れかの書類

ア 自動車検査証（限定自動車検査証を含む。） 

イ 登録識別情報等通知書（一時抹消登録証明書を含む。） 

ウ 自動車通関証明書

エ 自動車検査証返納証明書

オ 完成検査終了証

カ 製作証明書

キ 登録事項等証明書

ク その他申請自動車の同一性を確認することができる書類

（２） 申請自動車の自動車損害賠償責任保険証明書（自動車損害賠償責任

共済証明書を含む。）

（３） 申請に係る手数料を納付したことを確認することができる書類

（４） 申請人又は来庁者（申請のため来庁した申請人以外の者をいう。）

が本人であることを確認することができる自動車運転免許証、個人番号カ

ード、在留カード等の書類

第２条第２項を削る。

様式を次のように改める。
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様式（第２条関係）

（表面）

（日本産業規格Ａ４）
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（裏面）

付 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間これを使用

することができる。
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北九州市告示第３０１号

 北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）第６条第３項の規定により、北九州産業技術保存継承センターの利

用料金の額を承認したので、北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条

例施行規則（昭和４７年北九州市規則第３４号）第５条の規定により次のとお

り告示する。

  令和２年７月９日

北九州市長 北 橋 健 治

金額 期間

企

画

展

示

室

陳

列

品

の

観

覧

料

－ 大人 小・中学校の

児童及び生徒

令和２年７月２

３日から同年９

月２７日まで

個人 １

人

１

回

 ３００円 １００円

団体（３０

人以上）

 ２４０円  ８０円
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北九州市公告第４８０号 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）附則第５条第１項の規定

による大規模小売店舗の変更事項の届出があったので、同条第４項の規定によ

り同法第６条第２項の規定による届出とみなし、同条第３項において準用する

同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出及び添付書類を

縦覧に供する。 

 なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺地域の生活環境の保持の

ため配慮すべき事項について意見を有する者は、意見書を北九州市長に提出す

ることができる。   

令和２年７月９日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

ザ・ビッグ八幡西店 

  北九州市八幡西区八枝三丁目２番３２号 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

  イオン九州株式会社 

  福岡市博多区博多駅南二丁目９番１１号 

  代表取締役 柴田祐司 

３ 変更しようとする事項 

  大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１） 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

ア 変更前 午前９時から午後９時まで 

イ 変更後 ２４時間 

 （２） 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

  ア 変更前 午前８時３０分から午後９時３０分まで 

  イ 変更後 ２４時間 

４ 変更する年月日 

 令和２年８月１日 

５ 届出年月日 

令和２年７月３日 

６ 縦覧場所 

 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

   北九州市産業経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課  

 （２） 北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

   北九州市八幡西区役所総務企画課 
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７ 縦覧期間 

  この公告の日から令和２年１１月９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前８時３０分から午後５時まで 

８ 意見書の提出要領 

   次に掲げる事項を記載した文書を令和２年１１月９日までに北九州市産業

経済局地域・観光産業振興部商業・サービス産業政策課に到着するように提

出すること。 

 （１） 氏名又は団体名及び団体にあってはその代表者の氏名 

 （２） 住所又は所在地 

 （３） 連絡先電話番号 

 （４） 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 （５） 意見 
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正誤表

年 号 頁 訂正箇所 正 誤 

令和２年 第４６８１号 １１ 出資による権利

の項数量の欄中 

70,493,364 68,899,155 
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